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感染症発生動向調査等においてゆうパックにより検体を送付する際の 

留意事項について（周知依頼） 

 

このことについて、平成 24 年３月 15日付け 23健感発 0315第３号をもって、厚生

労働省健康局結核感染症課長から別添写しのとおり通知がありました。 

今回の通知の内容は、先般にあった地方衛生研究所が発送した検体容器が運搬途中

で破裂し検体が漏出した事案に関して、すでに平成 23年 11月 15日付け 23日獣発第

258 号（「感染症の病原体等の容器の適正使用の徹底について」）でもご連絡を差し上

げましたが、このたび、その原因等を踏まえ郵政事業株式会社との協議を行った結果、

別添写しのとおり、下記の項目について、感染症発生動向調査事業等においてゆうパ

ックにより検体を送付する際の留意事項（遵守事項）について、都道府県等衛生主管

部（局）長宛てに通知されたので、了知とともに本会会員に周知を依頼されたもので

す。 

貴会関係者に周知方よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ ゆうパックの利用に関する基本原則 

２ 包装に使用する容器 

３ 包装責任者の選定等 

４ 包装の手順 

５ 包装物への表示など 

６ その他 

本件内容の問合せ先 
 日本獣医師会事業担当 笹川 
 TEL  03－3475－1601 
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